
Ｑ 派遣業務以外の業務を命じられた場合、従わなければならないか 

 

Ａ  

就業条件として明示した本来の業務のほか、関連する業務や連続している業務を命じる

場合がよくありますが、派遣労働者には明示された業務内容以外の業務を行う義務はあり

ません。 

 派遣先としては、やってもらうことになる業務を派還元との労働者派遣契約において、

事前に明確に定めなければ、それ以外の業務を派遣労働者に命じることはできません。 


